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令和７年 12 月２日 

 

中国四国厚生局管内 

各県医師会 御中 

 

中国四国厚生局医療課 

 

 

マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について（周知依頼） 

 

 

日頃より、当局の医療保険行政の推進にご協力を賜り、厚く御礼を申し上げ

ます。 

本年 12月１日に、全ての保険者において発行済みの健康保険証の有効期限が

到来し、マイナ保険証（健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード

をいう。以下同じ。）か資格確認書で受診することになりました。 

このため、令和７年 11月 20日に厚生労働省において、「マイナ保険証を基本

とする仕組みへの移行に向けた準備セミナー」が開催されたところですが、当

局のホームページにおいてもこのセミナーのアーカイブ動画等を以下参考のと

おり掲載しておりますので、会員の皆様への周知にご協力いただきますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 

 

（参考） 

厚生労働省 HP の「マイナ保険証利用促進に役立つ動画コンテンツ」 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43776.html） 

にアーカイブ動画を掲載しています。 

 

中国四国厚生局 HP の「マイナンバーカードの健康保険証利用について」 

（https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/denshi_system_00002.html） 

にも掲載しています。 
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